
被扶養者資格確認チャート
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いいえ ➊認定対象者は、健康保険法に定める三親等内の親族ですか？ 
 

➋申請日以後１年間の収入の見込額は以下の金額内ですか？ 
   [60歳未満の方]        年間収入130万円（月額108,333円）未満 
   [60歳以上又は障害者] 年間収入180万円（月額150,000円）未満 

➌収入は被保険者の２分の１未満ですか？ 

➍被保険者と同居していますか？ 
 

同居でも別居でも被扶養者になれる親族ですか？ 
 

仕送り等（別居の認定基準）を満たしていますか？ 
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認定基準の詳細を確認し、全てを満たした上で申請手続きを行ってください。 
なお、健保組合では「認定基準」に基づいて、扶養事実の有無、生計の実態、社会通念上の 
妥当性等を総合的に勘案して、審査の上決定します。 

被扶養者として申請可能です。 

[同居の基準は、「基準３(1)同居とは」 ご参照] 

[「家族図」 ご参照] 

[別居の認定基準は、「基準３（２）別居の場合の取扱い」 ご参照] 

[「家族図」 ご参照] 


